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第 1 指定管理者制度導入の目的 

 

１ 指定管理者制度の目的 

地方自治法の一部を改正する法律（平成１５年法律第８１号）により、普 

通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があ 

ると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって 

当該普通地方公共団体が指定するもの（以下「指定管理者」という。)に、当

該公の施設の管理を行わせることができるものとされました。 

指定管理者制度の導入により、公の施設の維持管理及び運営（以下「管理

運営」という。)に民間の能力を活用することで、多様化する市民ニーズに 

より効果的、効率的に対応し、市民サービスの向上を図るとともに、経費の 

節減等を図ることが期待されています。 

 

２ 日進市における指定管理者制度の導入方針 

日進市（以下「市」という。）では、平成１７年３月に「公の施設の管理・

運営方針」を定め、平成１８年４月から順次公の施設の管理運営を指定 

管理者に移行してきました。平成２２年１２月に、指定管理者制度について 

は幅広く地方公共団体の実情に応じて運用するよう通知されたことを受け、 

「公の施設の管理・運営方針」の内容を見直し、平成２４年３月に「指定管 

理者制度に関する基本方針」を定めました。その後、指定管理者制度を導入

してから１０年が経過した平成２８年３月、留意すべき点も明らかになってき

たため、「指定管理者制度に関する基本方針」について、改定を行いました。 

 

 

第２ 募集概要 

 

上納池スポーツ公園（以下「本施設」という。）の指定管理期間が令和４年

３月３１日で終了することに伴い、次期指定管理者の候補となる事業団体を広

く公募し、管理運営について創意工夫のある提案を募集します。 

 

１ 対象施設の名称と所在地 

 

（１）施設の名称 

   上納池スポーツ公園 

 

〔参考：根拠法令等〕 

地方自治法第２４４条の２（第１、２項 略） 

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必

要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体

であって当該普通地方公共団体が指定するものに、当該公の施設の管理を

行わせることができる。 
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（２）施設の所在地 

愛知県日進市浅田町西田面１５５番地１ 

２ 指定期間 

令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで（５年間） 

 

３ 指定管理者が行う業務の範囲 

 

（１）施設の運営に関して行わなければならない業務 

 

（２）施設の維持管理に関して行わなければならない業務 

 

（３）自主事業として行うことが可能な業務 

 

（４）その他業務 

 

※業務の詳細については上納池スポーツ公園指定管理業務仕様書のとお

りです。 

 

第３ 事業の収支に関する事項 

 

１ 指定管理料 

 

（１）算出方法 

指定管理料①は、施設の維持管理運営に要する費用④から施設運営収入 

②を減して提案された金額を基本とし、年度協定書により定めた額としま 

す。 

 

指定管理料①＝維持管理運営費④－施設運営収入② 

 

※丸数字は、表【指定管理者の収入と支出】における該当箇所を示して 

います。 

 

（２）上限額 

指定管理料の上限額は、次のとおりとします。（金額は税込。諸経費 

含む。） 

 

 年額 ２３，２００，０００円 

 

（３）消費税率の取扱い 

消費税率については、10％を見込むものとします。 
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２ 施設運営収入 

 

（１）利用料金収入 

本施設は利用料金制を導入しているため、指定管理者は利用者（指定管

理者を含む。）が支払う利用料金を自らの収入とすることができます。利

用料金は、市が条例で定める額を上限とし、市の承認を得て定めることが

できます。受益者負担金の適正化を図るため、市が条例で定める額が変更

になった場合は、当該部分について別途協議するものとします。 

 

（２）受託事業収入 

市から受託した事業の実施に伴う収入。（教室参加費等） 

 

３ 自主事業収入 

指定管理者自らの発案により実施する事業に伴う収入。 

 

ア スポーツ教室及びレクリエーション教室等の事業収入 

イ 物販事業収入 

ウ その他の収入 

 

４ 施設の管理運営に要する費用 

指定管理者が行わなければならない管理運営業務に伴う人件費（職員の給 

与・賃金・社会保険料等の費用）、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、修繕 

料、通信運搬費、保険料、警備業務や清掃業務の委託料、使用料及び賃借料、 

備品購入費及びその他の費用が含まれます。 

 

５ 自主事業に係る費用 

自主事業の実施に必要な費用で、本施設を利用する際に支払わなければな 

らない料金、市に支払う行政財産目的外使用料等もここに含まれます。 

 

表【指定管理者の収入と支出】 

収入 

施設の運営に関し

て指定管理者が行

わなければならな

い業務 

①指定管理料 指定管理料 

②施設運営収入 

・利用料金収入(特別利用にかかる

施設使用料を除く。) 

・受託事業収入（講座受講料等） 

自主事業として行

うことが可能な業

務 

③自主事業収入 

・スポーツ教室及びレクリエー

ション教室等の事業収入（市か

らの受託事業を除く。） 

・物販事業収入 

・その他の収入 
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支出 

施設の運営に関し

て指定管理者が行

わなければならな

い業務 

④維持管理運営費 

人件費（職員の給与・賃金・社会

保険料等の経費）、消耗品費、印

刷製本費、光熱水費、修繕料、通

信運搬費、保険料、委託料、使用

料及び賃借料、備品購入費、受託

事業費、その他経費など 

自主事業として行

うことが可能な業

務 

⑤自主事業に係る 

費用 

・スポーツ教室及びレクリエー

ション教室等の事業経費 

・行政財産目的外使用料 

・その他経費など 

 

※特別利用に係る施設使用料、修繕料、備品購入費及び受託事業費は、年度末

の精算の対象とします。 

 

６ 指定管理料の支払い 

指定管理料の支払時期や支払方法は、毎年度の業務が開始するまでに市と 

指定管理者とが協議し、年度協定書において定めます。 

 

７ 管理口座 

本施設の指定管理に係る費用及び収入は、原則として本施設指定管理専用の

口座で管理するものとします。 

 

第４ 関係法令等の遵守 

 

１ 関係法令等 

指定管理者は、本施設を管理運営するにあたり、次に掲げる法令等を遵守 

しなければなりません。なお、指定期間中に当該法令等に改正があった場合 

には、改正された内容によるものとします。 

 

（１）法令 

  ア 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

  イ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号） 

  ウ 消防法（昭和２３年法律第１８６号）、水道法（昭和３２年法律第１

７７号）その他施設若しくは設備の維持管理又は保守点検に関する法

令 

  エ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

  オ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第

６５号） 

  カ その他関連する法令 
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（２）条例等 

ア 日進市自治基本条例（平成１９年日進市条例第２４号） 

イ 日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７

年日進市条例第１８号。以下「指定手続等条例」という。） 

ウ 日進市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

（平成１７年日進市規則第４３号） 

エ 日進市情報公開条例（平成１１年日進市条例第１号） 

オ 日進市情報公開条例施行規則（平成１１年日進市規則第２１号） 

カ 日進市個人情報保護条例（平成２７年日進市条例第１７号） 

キ 日進市個人情報保護条例施行規則（平成１１年日進市規則第２３号） 

ク 日進市使用料及び手数料条例（平成１２年日進市条例第２号） 

ケ 日進市暴力団排除条例（平成２４年日進市条例第２２号） 

コ 日進市都市公園条例（昭和６０年日進町条例第１５号） 

サ 日進市都市公園における運動施設の管理運営に関する規則（昭和６２年

日進町教委規則第５号） 

シ その他関連する条例等 

 

２ 留意すべき事項 

 

（１）個人情報保護 

指定管理業務に従事している者及び従事していた者は、本施設の管理運 

営中に知り得た個人情報を、正当な理由なく第三者に提供したときは、日 

進市個人情報保護条例の規定に基づき罰せられる場合があります。 

   指定管理者は、個人情報を適切に管理するために必要な研修を行うもの

とします。 

 

（２）情報公開への対応 

   本施設の管理運営に関する情報のうち、市が保有していない情報につい 

て公開の請求があった場合には、市は指定管理者に情報の提供を求めます 

ので、適切に応じるものとします。 

 

（３）障害者差別解消法推進 

指定管理者は、障害を理由とする差別の解消に関する法律に定めるもの 

のほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関する日進市職員対応要領 

に準じて、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供その他障害のあ

る人に対する適切な対応を行わなければなりません。 

 

（４）労働関係法令の遵守 

   指定管理者は、労働関係法令等を遵守し、適切な雇用・労働条件及び労

働環境の確保を図るものとします。 

 

（５）本施設において発生した事故への対応 

指定管理者は、本施設において発生した事故への損害賠償等の対応に関 

して、以下のとおり義務を負うこととします。 
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ア 指定管理者の責めに帰すべき事由により、市又は第三者に損害を与えた

場合には、指定管理者においてその損害を賠償しなければならない。 

イ 本施設において事故が発生した場合に備えて、指定管理者はあらかじめ

事故対応マニュアルを定めるとともに、事故発生時には直ちにその旨を

市に報告しなければならない。 

 

（６）課税に関する留意事項 

会社等の法人にかかる市民税及び指定管理者が新たに設置した償却資産 

にかかる固定資産税等は、課税の対象となる可能性がありますので、日進 

市総務部税務課に確認すること。なお、国税、県税についてはそれぞれ税 

務署、県税事務所に確認することとなります。 

 

（７）暴力団の施設利用に関する措置 

   市と愛知警察署長（以下「警察署長」という。）は、公の施設の使用又

は利用（以下「使用等」という。）から暴力団の排除を徹底するため、 

相互の連絡協議体制の確立に関して「日進市の公の施設の使用等からの暴 

力団排除に関する合意書」（平成２４年１２月２６日締結）を締結してい 

ます。この合意書に基づき、指定管理者は所管課を通して本施設の使用等 

について必要な情報交換を行うほか、警察署長からの要請による排除措置 

を行うものとします。 

 

 

第５ 募集説明会の開催等 

 

１ 募集説明会（現地見学会）の開催 

募集要領等に関する説明会及び、本施設の現地見学会を次のとおり開催し 

ます。応募を予定している団体は、必ず参加してください。なお、当日は資

料の配布を行いませんので、日進市ホームページより関係資料をダウンロー

ドするなどして各自持参してください。 

 

（１）開催日時 

令和３年８月２４日（火）午後１時３０分から 

 

（２）会場 

上納池スポーツ公園 体育館 

 

（３）参加人数 

各団体３名以内 

 

（４）参加申込 

「募集説明会（現地見学会）参加申込書」（様式１８）に必要事項を記

載のうえ、電子メールにて令和３年８月２日（月）午前８時３０分から８
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月１９日（木）午後５時までに生涯学習課へ提出すること。 

 

２ 質問書の提出及び回答 

  募集要領等の内容に関する質問を、次のとおり受付します。 

 

（１）質問書の提出 

①提出方法 

「質問書」（様式１９）に記載のうえ、電子メールにて生涯学習課へ提 

出すること。 

 

① 提出期間 

令和３年８月２５日（水）午前８時３０分から令和３年９月１日（水） 

午後５時までに提出すること。 

 

（２）質問に対する回答 

募集説明会に参加された全ての団体に対し、電子メールにて回答すると

ともに、日進市ホームページに掲載します。 

 

① 回答予定日 

令和３年９月１３日（月） 

 

３ 設計図面等の閲覧 

  設計図面等の閲覧を希望する団体は、令和３年８月２日（月）から令和３ 

年８月３１日（火）までに市役所本庁舎２階生涯学習課までお越しください。 

 

  ※事前予約が必要となります。 

 

 

第６ 申請方法 

 

１ 応募資格 

  愛知県内に住所を有する法人又はその他の団体で、次に掲げる事項を全て 

満たしていること。（個人の応募はできません。）共同事業体の場合は、構 

成する全ての団体が次に掲げる事項を全て満たしていること。 

 

ア 市から指名停止又はこれに準ずる措置を受けていないこと。 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６条）第１６７条の４の規定に

該当していないこと。 

ウ 日進市又は他の地方公共団体から地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第１１項の規定により指定管理者の指定取消しを受け、

その取消しの日から２年を経過しない者でないこと。また同法第９２条

の２、第１４２条（同条を準用する場合を含む。）又は第１８０条の５

第６項の規定に抵触しない者であること。 
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エ 会社更生法（平成１４年法律第１５４条）に基づき更生手続開始の申立

てをしている者、若しくは更生手続開始の申立てがされている者（同法

第４１条第１３項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。）、

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の

申立てをしている者、若しくは再生手続開始の申立てがされている者

（同法第３３条第１項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除

く。）でないこと。 

オ 「日進市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に基づ

く排除措置を受けていないこと。 

カ 日進市指定管理者審査委員会委員（以下、「審査委員会委員」という。）

が経営又は運営に直接関与していないこと。 

キ 国税及び地方税を滞納していないこと。 

ク 法令に基づく各種提出書類を適法に所轄庁に提出していること。 

ケ 指定管理期間を通して、本施設を安定的に管理運営することが可能な経

験、実施体制、経営基盤等を有していること。 

 

２ 提出書類 

「指定管理者指定申請書」（様式１）に、次の（１）及び（２）の書類及 

び提案書を併せて提出するものとします。 

 

（１）申請者に関する書類 

ア 「団体の概要１」（様式２） 

イ 「団体の概要２」（様式３） ※構成団体がある場合のみ必要 

ウ 「共同事業体協定書兼委任状」（様式４） ※共同事業体のみ必要 

エ 「宣誓書」（様式５） 

オ 申請者に関する書類（任意様式） 

（ア）定款、寄附行為、規約その他これらに属する書類 

（イ）申請書提出日が属する事業年度の事業計画書又はこれに類する書 

   類 

（ウ）過去３年間の事業報告書 

（エ）当該法人の登記簿謄本 

（オ）過去３年間の法人税、消費税、地方消費税及び法人市町村民税の 

   納税証明書 

《税務署が発行》 

・納税証明書（その１） 法人税・消費税及び地方消費税に係るもの 

・納税証明書（その３の３） 法人税・消費税及び地方消費税に係る 

もの 

《市町村が発行》 

・法人市町村民税に係る納税証明書 

（カ）過去３年間の賃借対照表 

（キ）過去３年間の損益計算書（販売費及び一般管理費の明細を添付） 

  （ク）製造原価報告書等（原価の明細がわかるものを添付） 

 

※申請書提出日の属する事業年度に設立された団体にあっては、設立時
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における財産目録を添付すること。 

※共同事業体を設立予定の場合には、構成する団体について全ての書類

を添付すること。 

※上記（ウ）、（オ）、（カ）、（キ）の書類について、団体設立後間

もない場合や申告の義務が発生していないことなどにより、提出する

ことできない場合は不要とします。 

 

 

（２）本施設の管理運営に関する提案書 

様式６から様式１７までにより提案するものとします。 

 

３ 書式、提出部数等 

 

（１）書式等 

日本産業規格Ａ４判縦型とし、日本語、日本円並びに日本の標準時及び 

計量法に定める単位を使用するものとします。 

また、様式ごとに定める枚数上限を遵守すること。 

 

（２）製本等 

２（１）及び（２）に記載されている順にファイル等に綴じるものとし 

ます。その際、項目ごとにインデックスを付すこと。 

 

（３）提出部数 

正本１部、副本６部（紙媒体での提出７部）に加えて、提案書一式の 

電子データ（PDF 等）を提出してください。 

 

４ 申請書類の提出 

 

（１）提出期間 

令和３年９月１３日（月）から令和３年９月１７日（金）まで 

 

（２）提出時間 

   平日の午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 

（３）提出場所 

学習教育部生涯学習課（市役所本庁舎２階） 

 

（４）提出方法 

持参又は郵送（郵送の場合は、一般又は簡易書留郵便等、配達の記録が

確認できる方法とし、提出期間内に到達したものに限り受け付けます。） 

※提出書類以外の書類及び様式ごとに定める上限枚数を超える部分につい 

ては受け付けません。 

 

５ 申請の辞退 
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申請書類を提出した後に申請を辞退する場合は、「辞退届」（様式２０） 

を速やかに提出すること。 

 

６ 留意事項 

 

（１）無効となる申請 

ア 本要領の提出方法、提出期限に適合しないもの。 

イ 本要領に示された条件に適合しないもの。 

ウ 虚偽の内容が記載されているもの。 

エ 本申請に関して、審査委員会委員及びその他関係者への接触があったも

の。 

オ 第２次審査に出席しなかったもの。 

 

（２）共同事業体の構成団体 

ア 基本協定書及び年度協定書の締結にあたっては、構成団体の全てを協定

当事者とします。本施設の管理運営に関する協議は、代表となる団体等

と行いますが、基本協定書及び年度協定書に関する責任は、構成団体等

の全てが負うこととなります。 

イ 申請書類の受付期間を過ぎた後に構成団体等を変更することは認めま

せん。ただし、構成団体の倒産、解散など特別な事情があり、審査の公

平性及び本施設の管理運営に支障がないと認められる場合には、変更を

認める場合があります。構成団体の変更が生じる場合には、あらかじめ

市へ連絡すること。 

 

（３）提案内容変更の禁止 

   提案内容の変更は、明らかな誤字、脱字を除き原則として認めません。 

 

（４）申請書類の取扱い 

ア 優先交渉権者が提出した書類は市の公文書として取り扱い、日進市情報

公開条例に基づく非公開事由に該当する部分を除き、公開する場合があ

ります。 

イ 申請書類の提出後、市の判断により追加資料の提出を求めることがあり

ます。 

 

（５）費用負担 

   申請に関して必要となる費用は、申請者の負担とします。 

 

 

第７ 選定方法、指定管理者の指定等 

 

１ 選定方法 

ア 指定手続等条例に基づき、日進市指定管理者審査委員会（以下、「審査

委員会」という。）による第１次審査及び第２次審査を行います。 
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イ 第１次審査は、書類審査とします。ただし、申請者が４者以下の場合は

実施しません。 

ウ 第２次審査は、プレゼンテーション及びヒアリングとします。 

エ  市は、審査委員会の審査結果に基づき、優先交渉権者及び次点の交渉権 

者を選定します。 

 

２ 審査日時等 

 

（１）第１次審査 

   申請者が５者以上となった場合、次のとおり第１次審査を実施します。 

 

日時 

令和３年９月２４日（金） 午後１時３０分から 

※審査結果は、様式２に記載されている連絡先に書面により通知します。 

 

（２）第２次審査 

   第１次審査を通過した者（第１次審査を実施しなかった場合は、全ての

申請者）を対象に、次のとおり第２次審査を実施します。 

 

ア 日時 

令和３年１０月１４日（木）午後１時３０分から 

 

イ 場所 

日進市立図書館 ２階 大会議室 

 

  ウ 内容 

プレゼンテーション及びヒアリング 

 

    ・申請書類に基づくプレゼンテーション（２５分間） 

    ・審査委員会委員によるヒアリング（２５分間） 

 

エ 条件 

 審査会場への入室は３名以内とし、少なくとも１名は本施設の指定管理 

業務を担当する者とすること。 

※審査の順番は、申請書類の受付順とします。なお、詳細については書面 

により別途通知します。 

※審査結果は、書面により様式２に記載されている連絡先に通知するとと 

もに、市ホームページでも公表します。 

 

３ 審査基準 

 

（１）審査基準、審査項目、様式及び配点 

   審査基準、審査項目、様式及び配点については、表１「指定管理者審査 

基準表」のとおりです。 
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（２）第１次審査の審査項目   

   第１次審査の審査項目は、表２「第１次審査の審査項目」のとおりです。 

 

（３）第２次審査の審査項目 

   第２次審査における審査項目は、表１「指定管理者審査基準表」に掲げ 

る全ての項目とします。 

 

４ 細目についての協議 

  市は、優先交渉権者と管理運営に関する細目についての協議を行い、協議

が整った場合に、当該優先交渉権者を指定管理者の候補者とします。優先交

渉権者と協議が整わない場合は、次点の交渉権者と協議を行います。 

 

５ 指定管理者の指定 

  日進市議会の議決を経て、候補者を指定管理者として指定します。（令和

３年第４回市議会定例会に上程予定。） 

 

 

第８ 協定及びリスク分担 

 

１ 協定の締結 

  市は、指定された指定管理者との協議に基づき、本施設の管理運営に関し

て「基本協定」及び年度ごとに「年度協定」を締結します。 

 

２ 協定書の内容 

 

（１）基本協定書 

ア 管理物件に関する事項 

イ 指定期間に関する事項 

ウ 業務の範囲に関する事項 

エ 管理施設の改修等に関する事項 

オ 緊急時の対応に関する事項 

カ 情報管理に関する事項 

キ 備品等の扱いに関する事項 

ク 事業計画書に関する事項 

ケ 事業報告書に関する事項 

コ 指定管理料の支払いに関する事項 

サ 施設の利用料金に関する事項 

シ 損害賠償等に関する事項 

ス 保険に関する事項 

セ 不可抗力発生時の対応に関する事項 

ソ 指定管理期間満了に関する事項 

タ 指定の取消しに関する事項 

チ その他必要な事項 
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（２）年度協定書 

ア 管理業務の内容に関する事項 

イ 指定管理料の額に関する事項 

ウ その他必要な事項 

 

３ 協定書の解釈に疑義が生じた場合等の措置 

  協定書の解釈に疑義が生じた場合又は協定書に定めのない事項が生じた場

合については、市と指定管理者は誠意を持って協議するものとします。 

 

４ リスク分担の考え方 

  想定されるリスクに対する、市と指定管理者とのリスク分担についての基 

本的な考え方は、表３「リスク分担表」のとおりですが、発生した個別の事 

案ごとに協議して決定します。 

 

 

第９ モニタリング（事業評価）等の実施 

 

１ 事業報告書等の提出 

指定管理者は、業務報告書（月次・四半期）及び年次事業報告書を作成し、 

市に提出するものとします。 

 

２ モニタリングの実施 

 

（１）モニタリングの目的 

ア 指定管理者が、市との協定に従い適正かつ確実なサービスを提供してい

るか、また安定して継続的にサービスの提供が可能な状態にあるかなど

を評価する。 

イ 重大な事故や事件の発生、指定管理者が実施する事業や組織の破綻リス

クの予兆を事前に発見し、未然に防止する。 

ウ 指定管理者が行った業務実績、提案や改善事項を継続的に評価すること

により、指定管理者の業務への取組意欲を高めるとともに、自主性や創

造性を充分に発揮させ、本施設の指定管理者制度導入の目的を達成する。 

 

  ※モニタリングの実施時期、評価項目、書式その他必要な事項は、「指定 

管理施設モニタリングマニュアル」で定めることとします。 

 

（２）指定管理者によるモニタリング 

ア 利用者の満足度等の把握 

指定管理者は、利用者の利便性の向上等の観点から、アンケートを実

施するなど、利用者の満足度や意見等を把握し、改善状況や改善方針等

を市に報告します。 
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イ 年次事業評価（自己評価）の実施 

    指定管理者は、対象年度中に行った業務を対象として、自ら本施設の 

管理運営についての年次事業評価書（自己評価）を作成し、年次事業報 

告書と併せて市に提出します。 

 

（３）市によるモニタリング 

ア 月次及び四半期ごとの実施 

市は、指定管理者から提出された業務報告書の内容等を、書類又は現

地で確認し、チェックシートに記入します。業務の改善指導等を行った

場合は、年次事業評価書作成時のモニタリングで改善結果を確認します。 

 

イ 年次事業評価の実施 

    市は指定管理者から提出された年次事業報告書、年次事業評価書（自 

己評価）、その他の資料に基づき、当該年度中に指定管理者が行った管 

理業務を対象として、年次事業評価書を作成し、その結果を公表します。 

 

３ 業務の基準を満たしていない場合の措置 

 

（１）改善等の指示 

市は、モニタリングの結果、指定管理者が業務の基準を満たしていない 

と判断した場合、指定手続等条例第８条の規定に基づき、必要な指示を行 

います。 

 

（２）指定の取消し等 

市は、指定管理者が前記（１）の指示に従わないときは、指定手続等条 

例第９条の規定に基づき、指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の 

全部又は一部の停止を命じることがあります。 

 

第１０ 業務の引継ぎに関する事項 

 

１ 指定期間終了時 

新たに指定管理者に指定された団体は、本施設の管理運営業務を円滑かつ 

支障なく遂行できるよう、本年度中に市及び現在の指定管理者から業務の引 

継ぎを受けるものとします。また指定期間終了後は、次の管理者が円滑かつ 

支障なく本施設の管理運営を遂行できるよう、６ヶ月以上の期間を設けて引 

継ぎを行うこととします。いずれの場合も、引継ぎに要する経費について、 

市は支給しません。 

また、令和４年４月１日以前に使用の申請がなされている貸館利用等に 

ついては、現在の指定管理者から引継ぐものとし、利用者が混乱や不利益等 

を被ることのないよう配慮すること。 
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２ 事業の継続が困難となった場合の措置 

 

（１）指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

   指定管理者の責めに帰すべき事由により、本施設の管理運営の継続が困

難になった場合は、市は指定手続等条例第９条の規定に基づき、指定を取

り消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命じることが

あります。この場合、市に生じた損害は指定管理者が賠償するものとしま

す。 

なお、指定管理者は、次の管理者が円滑かつ支障なく本施設の管理運営 

を遂行できるよう、引継ぎを行うこととします。 

 

（２）当事者の責めに帰さない事由による場合 

市及び指定管理者双方の責めに帰さない事由により、本施設の管理運営 

の継続が困難になった場合は、市と指定管理者は指定管理の継続の可否に 

ついて協議するものとします。一定期間内に協議が整わない場合は、それ 

ぞれ事前に書面で通知することにより協定を解除することができるものと 

します。 

なお、指定管理者は次の管理者が円滑かつ支障なく、本施設の管理運営 

を遂行できるよう、引継ぎを行うものとします。 
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表１ 指定管理者審査基準表 

審査基準 審査項目 様式 配点 

１ 市民の平等な

利用の確保及び

サービスの向上

が図られるもの

であること。 

（指定手続等条例

第４条第１号） 

①施設管理に関する基本的な考え方 

ａ 管理運営における基本方針 

ｂ 施設における指定管理者の果たす役割 

様式

7 
10 

②利用促進に関する考え方及び具体策 

ａ 利用者のニーズや苦情の把握と管理運営やサー

ビス向上への反映 

ｂ 支援の必要な利用者への配慮 

様式

8 
10 

２ 事業計画書の

内容が施設の効

用を最大限に発

揮するものであ

ること。 

（同条第２号） 

①  施設の有効活用等 

ａ 施設の有効活用のための取組 

ｂ 施設利用者への指導及び助言 

ｃ 施設情報の提供 

様式

9 
10 

②  事業の計画 

ａ 自主事業の具体的な提案 

ｂ 利用者ニーズの反映 

様式

10 
10 

③地域貢献 

ａ 地域との連携 

ｂ 地域の活性化に寄与する取組 

様式

11 
10 

３ 施設の適切な

維持及び管理並

びに管理に係る

経費の縮減が図

られるものであ

ること。 

（同条第３号） 

①  指定管理料 

ａ 指定管理料の提案額 
様式

12 

10 

ｂ 収支計画 

ｃ 経費削減に対する取組 

ｄ 自主事業収入等の確保に対する取組 

10 

②  施設の維持管理等 

ａ 事故防止・防犯・防災等に対する取組及び緊急

時における対応 

ｂ 環境に配慮した取組 

ｃ 施設の維持管理､設備の保守点検等の計画 

様式

13 
10 

４ 事業計画書に

沿った管理を安

定 し て 行 う 人

員、資産その他

の経営の規模及

び能力を有して

おり、又は確保

できる見込みが

あること。 

（同条第４号） 

①  管理運営実績 

ａ 本施設または類似する施設の管理運営実績 

様式

14 
10 

②  施設の管理運営に必要な人員 

ａ 職員の配置計画、勤務体制及び雇用形態 

ｂ 施設の管理運営に必要な能力・資格等の保有者 

ｃ 職員の資質向上に必要な研修体制 

様式

15 
5 

③組織体制 

ａ 業務記録の整備・保管、市への連絡体制 

ｂ 情報公開及び個人情報保護への取組 

様式

16 
5 

合 計  100 
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表２ 第１次審査の審査項目 

審査基準 審査項目 様式 配点 

１ 市民の平等 

な利用の確保

及びサービス

の向上が図ら

れるものであ

ること。 

（指定手続等条 

例第４条第１号） 

①施設管理に関する基本的な考え方 

ａ 管理運営における基本方針 

ｂ 施設における指定管理者の果たす役割 

様式

7 
10 

②利用促進に関する考え方及び具体策 

ａ 利用者のニーズや苦情の把握と管理運営

やサービス向上への反映 

ｂ 支援の必要な利用者への配慮 

様式

8 
10 

２ 事業計画書 

の内容が施設

の効用を最大

限に発揮する

ものであるこ

と。 

（同条第２号） 

① 施設の有効活用等 

ａ 施設の有効活用のための取組 

ｂ 施設利用者への指導及び助言 

ｃ 施設情報の提供 

様式

9 
10 

② 事業の計画 

ａ 自主事業の具体的な提案 

ｂ 利用者ニーズの反映 

様式

10 
10 

４ 事業計画書 

に沿った管理

を安定して行

う人員、資産そ

の他の経営の

規模及び能力

を有しており、

又は確保でき

る見込みがあ

ること。 

（同条第４号） 

①  管理運営実績 

ａ 本施設または類似する施設の管理運営 

  実績 

様式

14 
10 

合 計 50 
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表３ リスク分担表 

種  類 リスクの内容 

負担者 

市 
指定 

管理者 

法令等の変更 本事業に直接関係する法令等の変更 ○  

事業の中止・延期 
市の指示によるもの ○  

指定管理者の責務によるもの  ○ 

不可抗力 天災･暴動・感染症等による履行不能 ○  

許認可遅延 

事業実施に必要な許認可取得の遅延・失効等で、

日進市が取得するもの 
○  

上記以外の場合  ○ 

運営費上昇 
日進市以外の要因による運営費用の増大  ○ 

物価上昇  ○ 

施設損傷 

指定管理者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

修繕料が１件あたり５０万円未満の場合  ○ 

上記以外の場合 協議事項 

性能不適合 協定等により定めた要求水準に不適合の場合  ○ 

需要変動 
想定できない特殊な事情が認められる場合 ○  

上記以外の場合  ○ 

施設の利用不能等に

よる利用収入の減少 

指定管理者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

上記以外の場合（ただし、指定管理料を減額す

る場合がある。） 
○  

特別利用にかかる使

用料収入の減少 

特別利用の増加等（概算額を上回る場合） ○  

上記以外の場合  ○ 

施設利用者への損害 

指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

(不適切な管理運営により、利用者にけが等損害

を与えた場合など) 

 ○ 

上記以外の場合 ○  

第三者への損害 

指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

(不適切な管理運営により、騒音･振動等周辺住

民等に損害を与えた場合など) 

 ○ 

上記以外の場合 ○  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先等 

  

日進市教育委員会学習教育部生涯学習課スポーツ係（市役所本庁舎２階） 

住 所：日進市蟹甲町池下２６８番地 

電 話：(０５６１)７３－４１５８（直通） 

ＦＡＸ：(０５６１)７４－０２５８ 

E-mail：s_gakushu@city.nisshin.lg.jp 

 

mailto:s_gakushu@city.nisshin.lg.jp


 

 

 

 

上納池スポーツ公園 
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第１ 上納池スポーツ公園の管理に関する基本的な考え方 

 

１ 概要 

日進市（以下「市」という。）は、生涯学習基本計画である「第４次日進市生涯学習

４Ｗプラン」に基づき、生涯学習に取り組むことで「わがまち、わがふるさと」を身

近に感じ、生涯学習によって身につけた成果を「まちづくり」に活かすことによって

「わがまち、わがふるさと」を実感できる、生涯学習社会の形成をめざしています。 

その中で、生涯スポーツを推進し、誰もが気軽にスポーツを楽しめるような機会や

場の提供を目指して、スポーツ施設の有効活用を促進しています。 

上納池スポーツ公園（以下、「本施設」という。）は、本市におけるこのようなスポ

ーツ振興の考え方のもと、スポーツの場を提供するとともに、健康増進や余暇を楽し

む場の提供、スポーツに関する情報の受発信の場として運営しています。 

 

２ 指定管理者が行う管理運営の基本事項 

  本施設の管理運営について、指定管理者は本市生涯学習施策の方向性や事業内容を

踏まえながら、次により進めるものとします。 

 

（１）スポーツ施設が市民の健康の保持・増進を図り、余暇を楽しむ場であることを踏

まえ管理運営を行うこと。 

（２）公共施設として、利用者の意見を反映させた管理運営を行うこと。 

（３）個人情報の保護を徹底すること。 

（４）全ての利用者に公平な運営を行うこと。 

（５）利用料収入の増収を図るとともに、適正な経費で最大のサービスを提供する効率

的な運営を行うこと。 
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第２ 運営に関して指定管理者が行わなければならない業務の基準 

 

１ 管理対象施設 

指定管理に係る管理対象となる本施設は、次のとおりです。 

 

※〈 〉の施設は有料貸出し施設 

※屋外施設の防災倉庫は指定管理者の管理対象外とする。 

※二次避難所としての指定あり。 

 

 

２ 利用形態 

 

本施設の利用形態は、有料公園施設と無料公園施設に分かれています。有料公園施

設は、体育館及びテニスコートで施設利用にあたり予約及び利用料金が必要となりま

所 在 地 日進市浅田町西田面１５５番地１ 

敷地面積 約３．２ｈａ 

開設年月日 平成１８年１月 

主な施設の概要 

＜上納池体育館＞    約１，１８０㎡ 

フットサル／１面 

バスケットボール／１面 

バレーボール／１面 

バドミントン／３面 

卓球／９面 

 

＜上納池テニスコート＞ ７６０㎡×３面 

砂入り人工芝／３面（ナイター用照明有） 

 

多目的広場       約２，９００㎡ 

 

アスレチック広場    約１，５００㎡ 

 

健康運動広場      約７６８㎡ 

 

芝生広場        ２箇所（約１，５００㎡） 

 

上納池         約６，０００㎡ 

 

駐車場         ３７台（身体障がい者用３台） 
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す。無料公園施設は、有料公園施設を除いた施設となり、原則誰もが自由に利用でき

ます。 

体育館及びテニスコートを利用する場合は、あいち共同利用型施設予約システム（以

下「施設予約システム」という。）により、予約を受付けます。施設予約システムでの

予約方法については、窓口で予約する方法、インターネットを利用する方法がありま

す。なお、利用者の予約受付業務については、施設予約システムの利用を必須とし、

予約に関する抽選、受付及びキャンセルなどの取扱いは、条例に基づくものとします。 

 

（１）特別利用 

市及び関係団体が各種事業を実施するために本施設を利用する場合は、特別利用

として市が調整を行い、指定管理者へ通知します。特別利用は、一般利用の抽選期

間中を除いて随時受付をいたします。なお、選挙や緊急時など極めて公共性の高い

場合は、一般利用等が予約済みであっても、優先して利用することとなります。 

 

（２）一般利用 

一般利用は、３か月先の抽選申込みと２か月先の先着受付があります。 

 

（３）指定管理者による自主事業のための利用 

指定管理者が自主事業を実施する場合は、一般利用の少ない時間帯において本施

設を利用することができます。自主事業は、その内容等が広く市民を対象とするも

のであることを基本とし、実施にあたっては市との事前協議が必要となります。 

 

（４）個人使用 

体育館で予約がない空き時間を個人で使用する場合を個人使用といいます。個人

使用にあたっては、施設予約システムによる予約行為の必要はありません。なお、

個人使用については、利用当日に体育館の予約がなく空いている場合のみとし、個

人使用の最中に一般利用の申し込みがあった場合は一般利用を優先します。 

 

 

３ 利用区分 

有料施設の利用時間の区分は次のとおりです。 

 

 

 

施設名称 利用区分 

上納池体育館 午前9時から2時間を１区分とする 6区分 

上納池テニスコート 午前7時から2時間を１区分とする 7区分 



4 
 

４ 休館日及び施設点検日 

休館日は、毎週月曜日（ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日に当たる場合は、開館するものとする。）及び、１２月

２８日から翌年１月４日までの年末年始とします。ただし、指定管理者は市の承認を

得て休館日に開館することができます。テニスコート及び無料公園施設となる多目的

広場、アスレチック広場、芝生広場などは休業日を設けていません。このため、体育

館の休館日においてもテニスコート及び公園の利用がありますので、駐車場も含めて

適切に管理して下さい。なお、施設点検を目的とした休館日は設けていません。この

ため、休館日を利用するなど利用に支障のない範囲で、施設点検を実施することとし

ます。 

上記に関わらず、市が改修工事や修繕・点検等が必要と判断した場合、若しくは特

殊な事情により本施設を利用する必要が生じた場合には、市が団体や個人の利用を制

限する場合がありますが、団体や個人の利用を制限する場合であっても、後述する維

持管理業務は実施することとします。 

 

 

５ 開館時間及び利用時間 

体育館の開館時間は、午前８時３０分から午後９時３０分までとし、利用時間は、

午前９時から午後９時までとします。テニスコートについては利用時間は午前７時か

ら午後９時までとします。ただし、指定管理者は市の承認を得て利用時間を延長する

ことができます。なお公園部分については利用時間を設けていません。 

 

 

６ 利用料金の設定 

 

（１）上納池体育館の利用料金 

市が条例で規定する額の範囲で、指定管理者は市の承認を得て利用料金を設定す

ることができます。 

本施設の利用区分料金は次表のとおりです。なお、この料金は指定管理期間内に

おいても見直される可能性があります。 

区分 金額 備考 

全面専用 

アマチュアスポーツ又はレクリエーション

（2時間につき） 
4,180円 

個人使用 

大人300円 

小人150円 

その他（2時間につき） 23,030円  

一部専用 バドミントン（コート1面2時間につき） 1,770円  
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卓球（コート1面2時間につき） 830円  

備考 

１ 個人使用に定める大人の使用料とは、満 15 歳以上の者（中学生又はこれに準ず

る学校に在学する者を除く。）が使用する場合に適用する。 

２ 上納池体育館を全面専用して入場料その他これに類するものを１人当たり

1,000 円以上徴収する場合の使用料は、この表に定めた額に 2 を乗じて得た額と

する。 

３ 付属設備の使用料は、付属設備の品目ごとに教育委員会が定める。 

 

 

（２）上納池テニスコートの利用料金 

市が条例で規定する額の範囲で、指定管理者は市の承認を得て利用料金を設定す

ることができます。 

上納池テニスコートの利用区分料金は、次のとおりです。なおこの料金は指定管

理期間内においても見直される可能性があります。 

区分 金額 備考 

1面2時間につき 770円  

夜間照明料として1面1時間につき 530円  

 

（３）利用料金の徴収 

   指定管理者は、利用者に許可書を発行する際、併せて利用料金を徴収すること。

徴収した全ての利用料金について、必要な帳簿を作成することとします。 

 

（４）利用料金以外の受取金 

   利用料金とは別に、次の代金等を利用者から徴収することができます。 

 

ア 受託事業の受講料（材料費の実費相当分を含む。） 

※入場料額は別途市と協議すること。 

イ 複写機等の利用料（機器の設置は指定管理者が行う。） 

 

７ 利用料金の減免 

市が主催する事業等で本施設を利用する場合は、利用料金を減免するものとします。

減免予定額は、概算分を指定管理料に含めてお支払いし、減免分の利用料金に稼働率

を乗じた金額を年度末に精算すること。また、指定管理者は市長の承認を得て利用料

金の減免を行うことができますが、基準を設けた場合は、原則として指定管理期間終

了まで変更を認めません。なお、指定管理者が独自に定めた減免は、精算の対象とな

りません。 
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８ 受付業務 

受付の主な業務は、本施設の予約受付業務や利用料金徴収業務及び利用受付業務と

なりますが、スポーツ施設利用にあたっての施設予約システム未登録者の登録手続き、

他のスポーツ施設の予約受付業務や利用料金徴収業務も含まれます。 

  ア 特別利用の受付など 

特別利用の受付は、市が市関係団体の特別利用を受付して翌年度年間利用を調整

して決定する特別利用と、年間を通じて随時受付を行うものがあります。市が行う

年間特別利用調整については、指定管理者は、その決定に基づき利用受付をしてく

ださい。また、随時行う特別利用の受付については、原則、指定管理者が予約状況

などを確認の上、市が特別利用の可否を決定することとします。 

  イ 一般利用の受付 

一般利用の受付は、施設予約システムで行うこととします。 

  ウ 個人利用施設の受付 

個人利用施設については、該当する施設のみで予約を行うこととします。なお、

予約方法などについては、既存の方法を基本としてください。 

  エ 利用料金の徴収 

指定管理者は、利用者の利用許可書を発行する際に、利用料金の徴収を併せて行

います。既に利用料金の支払いと許可書の発行を受けている予約のキャンセルにつ

いては、利用予定日 8日前までとし、これを過ぎたキャンセルについては、原則認

めていません。また、個人利用の利用料金の徴収については、利用当日に施設で徴

収してください。個人利用施設は、既存の方法を基本として利用料金の徴収を行っ

てください。 

なお、指定管理者は、徴収した全ての利用料金について必要な帳簿を作成してく

ださい。 

  オ 利用料金の減免及び返金 

指定管理者は、現在行われている利用料金の減免の基準を踏襲することとします。

なお、市の基準で行った減免については減免枠を超えた部分を精算対象とします。 

利用料金の返金については、キャンセルの手続きを行った場合と屋外スポーツ施

設が雨天等で使用できなかった場合を対象として指定管理者の収入となった利用

料金から行うこととします。 

  カ 利用者登録 

スポーツ施設を初めて利用される方は、利用者登録の申請手続きをしていただき

ます。申請手続きを行う際に施設予約システムへの入力及び利用者カード（ＶＥＮ

カード）を発行します。なお、一度登録された利用者登録については、施設ごとで

の登録は必要ありません。 

  キ 他の施設の予約 

既存のスポーツ施設間で行っている予約受付業務など指定管理者間の相互協力

についても、市民サービス維持のため実施してください。なお、他の施設に関する

予約受付業務及びそれに付随して発生する業務については、日進市スポーツセンタ

ーの指定管理者、総合運動公園等スポーツ施設の指定管理者、本施設の指定管理者

及び市において業務提携内容などに関する協議を行います。 
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９ 利用者支援業務 

指定管理者は、施設利用者が円滑な活動ができるように利用者への使用上の注意説

明と準備、後片付けの説明などの必要な指導、助言など利用者への支援を行ってくだ

さい。また、指定管理者は、施設利用許可書などに利用規則や利用条件を明記してく

ださい。 

 

 

１０ 広報とスポーツ情報の提供 

指定管理者は、本施設のＰＲや情報提供のために、以下を参考にして必要に応じて

資料などを作成し、配布を行ってください。また、スポーツ情報の収集や提供を市と

連携して実施してください。 

ア ホームページの開設及び市のホームページの連携 

イ 施設案内リーフレットの作成及び配布・市窓口への提供 

ウ 必要に応じて、情報紙など、各事業のチラシなどの作成及び配布 

エ 本施設の業務などを紹介する資料の作成及び配布 

オ スポーツサークルの情報収集及び情報提供 

カ スポーツ指導者の人材情報収集及び情報提供 

キ 各種大会、イベント、スポーツ教室の情報収集及び情報提供 

ク 電話などでの各種問い合わせへの対応 

ケ 来場者及び見学者などへの応接（施設の案内）など 

 

 

１１ 職員の種別等 

指定管理業務を実施するため、施設に配置する必要な職員は次のとおりとします。 

 

 

（１）運営業務責任者 

本施設の運営業務責任者として、正規職員である専任の常勤従事員を１名配置す

ること。 

運営業務責任者には、生涯スポーツ事業についての見識及び施設管理の実務経験

を持ち、サービス水準の向上への意欲を有するとともに、利用者からの苦情等に対

して迅速かつ丁寧に対応し、本施設の従事員に対する的確な指揮監督についての能

力を有する者を配置することとします。 

 

（２）副運営業務責任者 

運営業務責任者を補佐する者として、正規職員である副運営業務責任者を１名以

上配置することとします。 

副運営業務責任者には、生涯スポーツ事業についての見識及び施設管理の実務経

験を持ち、サービス水準の向上への意欲を有するとともに、利用者からの苦情等に

対して迅速かつ丁寧に対応し、本施設の従事員に対する的確な指揮監督についての

能力を有する者を配置することとします。 
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（３）業務に携わる従事員 

本仕様書に掲げる業務に支障のないよう従事員を配置し、管理運営に当たること。 

業務を実施する者は、その内容に応じ、必要な知識、技能及び経験を有すること

とします。 

 

（４）常時施設に配置する職員数 

常時施設に配置する必要最小限度の職員数は原則として次のとおりとし、施設に 

必ず配置することとします。法定労働時間の範囲内で開館時間及び開館日に対応でき

る必要人数を確保することとしますが、業務繁忙状況に応じて職員配置人数を変更す

ることができます。 

なお、勤務形態により、運営業務責任者又は副運営業務責任者の配置が困難となる

時間帯にあっては、事前に市と協議したうえで従事員に代理させることができるもの

とします。また、必要な資格を取得していない場合は、指定期間前までに資格取得す

ることとします。 

 

職員の内容 配置人数 備 考 

運営業務責任者又は

副運営業務責任者 
1名以上 正規職員 

従事員 
昼間 1名 

夜間 1名 
正規職員又は契約職員、臨時職員等 

 

 

１２ 職員研修 

指定管理者は、本施設の設置目的を効果的に実現するため、職員の研修計画を策定

し、それに基づき研修を実施することとします。 

 

 

１３ 受託事業に関すること 

本施設において、受託事業を規定しませんが、指定管理者は、市からの受託事業を

実施できる体制を整えておくこととします。 

受託事業を実施する時期及び内容については、教育委員会と協議し、承認を得るも

のとし、事業の詳細については、協定書において定めることとします。 

なお、受託事業費は精算対象となります。指定管理者は、市からの受託事業を実施

できる体制を整えなければなりません。実施する受託事業の時期・内容については、

協議に基づき決定します。受託事業経費については精算の対象とします。 
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１４ 緊急時の対応 

 

（１）急病等への対応 

本施設の利用者、来場者等の急な病気、けが等に対応できるよう、対応マニュア

ルを作成するとともに、近隣の医療機関等と連携し、緊急時には的確な対応を行う

こと。また、利用者、来場者等が死亡若しくは重傷等の重大な事故が起こった場合

は、ただちに市にその旨を連絡すること。なお、対応について記録を残し、報告書

を提出することとします。 

 

（２）災害等への対応 

災害等緊急時の利用者の避難、誘導、安全確保等及び必要な通報等についてのマ

ニュアルを作成し、緊急事態の発生時には適切に対応すること。また、防火管理者

を設置し、防火・防災に関する防災計画、消防計画等を作成し、訓練を実施するこ

と。災害時等、市が本施設を緊急に使用する必要があるときは、市の指示を優先す

ること。さらに、避難所等運営の役割分担の確認及び本施設を避難所等として利用

する場合の費用負担について協議、その内容に応じて作成された協定そのほかの書

面に従い適切に対応すること。 

なお、警察、消防等に要請するような災害等の緊急事態が発生した場合には、た

だちに市にその旨の連絡をすることとします。 

 

 

１５ 市及び教育委員会の行事への協力 

市及び教育委員会の主催する行事等については、円滑に実施できるように必ず協力

すること。また、市が共催する行事等についても、積極的に協力することとします。 

 

 

１６ 駐車場等の監視・誘導等業務 

大会やイベント開催時などには駐車場入口付近や駐車場内で交通渋滞などが発生し

ないように車両の監視及び誘導などを適切に行い、利用者が円滑な活動ができるよう

に必要な指導、助言などを行って下さい。なお、駐車場及び駐輪場については、利用

料金を徴収しません。 

 

 

１７ 遺失物を拾得した場合の処置・保管業務 

本施設内で遺失物を拾得した場合は、拾得物保管表等に記入し、事務所内等の管理

できる場所にて保管すること。また、貴重品類は必要に応じて警察へ届け出るなどの

対応をすることとします。 

 

１８ 苦情等への対応 

指定管理業務において、利用者等から寄せられた苦情等については、公共施設であ

ることを念頭に置いた上で適切かつ迅速に対応し、必要に応じて市に連絡・協議をし

て対応することとします。 
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１９ 備品等貸出業務 

利用者の活動等の便宜を図るため、備え付け備品等を必要に応じて貸し出すこと。

書籍資料については、利用者が閲覧等活用できるよう配慮することとします。 

 

 

２０ 業務の委託 

指定管理者の業務を一括して第三者に委託することはできませんが、事前に市の承

諾を得て、業務の一部を第三者に委託することができます。 

 

 

第３ 維持管理に関して指定管理者が行わなければならない業務の基準 

 

１ 施設保守管理業務 

本施設を適切に管理運営するため、日常的に点検を行い、仕上げ材等の浮き、ひび

割れ、はがれ、かび等が発生しない状態を維持し、かつ美観を維持するよう努めるこ

と。修繕が必要な場合、１件あたり 500,000 円未満(消費税込み)の修繕は指定管理料

の中から、又は自己の負担において指定管理者が修繕を行うこととします。修繕料が

１件あたり 500,000円以上の場合は、市と協議するものとします。 

指定管理者は、本施設を安全、快適かつ安心して利用できるよう、施設の予防保全

に務めること。建築物の不具合を発見した際は、速やかに市に報告するとともに、併

せて修繕の手配をすることとします。 

 

 

２ 設備機器管理業務 

本施設の機能を維持するとともに、快適に施設を利用できる良質な環境を提供する

こと。業務にあたっては、確実性、安全性及び経済性に配慮するとともに、設備機器

が正常に機能しないことが明らかになった場合には、速やかに対応するとともに、市

へ報告することとします。 

 

（１）運転監視業務 

設備の適正な運用を図るために行う運転及び監視、並びにこれに関連する電力、

用水、燃料等の需給状態を管理すること。また、設備に応じて、適切な運転記録を

取ることとします。 

 

（２）日常点検業務 

日常の機器運転管理、点検、整備を行うこと。また、設備に応じて、適切な運転

状況の記録を取ることとします。 

 

（３）定期点検・整備業務 

法定点検及び初期性能機能保持のため、年１回以上、運転中の機器を停止して、
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外観点検、機能点検、機器動作特性試験、整備業務を行うこと。その際に、必要な

消耗品の更新についても、指定管理者の負担により随時行うこと。 

また、点検及び正常に機能しない場合の対応等について、適切に記録を残すこと

とします。 

 

 

３ 清掃業務 

本施設について、良好な環境衛生、美観の維持に心がけ、施設としての快適な空間

を保つため、できる限り利用者の妨げにならないよう、適切な方法により清掃業務を

実施することとします。 

 

（１）日常清掃・消毒 

管理区域について日常的な清掃を行い、施設、備品、器具等が常に清潔な状態に

保たれるようにすること。感染症対策として適時消毒を実施するとともに、消毒液

を必要に応じて設置すること。清掃回数等の条件は、指定管理者が利用頻度に応じ

て、適切に設定し、特に、更衣室、トイレ、シャワー室等の水周りの衛生環境に留

意すること。また、消耗品は常に補充された状態にすること。 

なお、大会やイベントなどで本施設を利用される場合に発生したゴミについては、

原則として大会等運営者に処理させるとともに、使用した箇所を簡易的に清掃でき

るよう支援することとします。 

 

（２）定期清掃 

日常、実施しにくい箇所の清掃を確実に行うため、必要に応じて定期清掃をする

こととします。 

 

 

４ 備品管理業務 

備品とは、比較的長期間にわたりその性質、形状等を変えることなく使用に耐え

得るもので、取得価格が 30,000 円以上（消費税込み）の物品をいいます。ただし、

取得価格が 30,000 円未満（消費税込み）の物品であっても、比較的長期間にわた

りその性質、形状等を変えることなく使用に耐え得るもので、施設の利用形態に影

響を及ぼすものについては、備品として取り扱うものとします。 

 

（１）備品の管理 

本施設の管理運営に支障をきたさないよう、備え付け備品を適切に管理すること。

また、その他必要とされる備品の調達・更新、不具合の生じた備品については、適

切に更新すること。維持管理に要する備品は、指定管理料での購入となりますが、

指定管理者が自主事業や指定管理業務以外に必要として調達した備品の購入費は、

指定管理者の負担とします。 

 

（２）備品台帳 

市の基準に準じて備品台帳を作成し、確実に管理を行うこと（廃棄の場合も同じ）。
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備品台帳に記載する事項は、品名、規格、金額（単価）、数量、購入年月日、耐用

年数等を必ず含むこととします。 

 

（３）備品の帰属 

指定管理者が指定管理料で購入した備品は、市の所有に属するものとします。備

品を廃棄しようとするときは、事前に市の承認を得ることとします。 

 

（４）備品の借上 

 指定管理者は、必要とされる備品の借上（リース）を行うことができます。 

 

５ 保安警備業務 

 

本施設の防犯、防火及び防災に万全を期し、機械警備等を用いるなど、利用者が安

心して利用できる環境の確保のために保安警備業務を行うこと。業務にあたっては、

建物の使用目的、使用内容等を充分に把握するとともに、警備業法、労働基準法等、

関係法令及び監督官庁の指示を遵守すること。 

利用時間内に本施設を適宜巡回し、不審者、不審車両の進入防止、火気、放置物の

除去、不審物の発見及び適切な処置等を行うこと。開館時間外及び利用時間外は、各

階戸締、消灯等の確認、各室の異常の有無の確認及び各所の火災予防点検を行うこと。 

侵入者・不審者等を発見した場合は、適切に対応すること。また、警備日誌を作成

することとします。 

 

 

６ 外構、植栽、駐車場及びその他屋外部分の維持管理業務 

本施設の景観を保持するとともに、近隣住民に対する配慮という観点から、敷地内

における外構、施設付属物、駐車場等の維持管理を適切に行うこと。また、次のとおり

植栽の管理（除草・草刈、中低木管理、高木管理）を行うこととします。 

ア 散水、施肥、害虫駆除、剪定、除草及び草刈を計画的に行い、緑樹の状態を適

切に維持すること。 

イ 植栽が事業期間内に枯損した場合は、復元を行うこと。 

ウ 落葉時期は、舗装園路や施設周辺を中心に、日常的に清掃を行うこと。 

エ 業務の実施にあたっては、施設の利用に影響のないように実施すること。 

オ 利用者及び隣接する周辺民家等に配慮した安全な駐車場管理及び敷地管理を

行うこと。 

※本施設については、景観の一部として植栽が植えられているため、植栽の管理を

適正に行うこととします。 

 

 

７ 環境衛生管理業務 

施設利用者が快適に本施設を利用できる良質な環境を提供するため、常に本施設内

及び敷地内の適切な環境衛生の維持に努めること。業務にあたっては、本施設の使用

目的、使用内容等を充分に把握するとともに、関係法規を遵守することとします。 
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８ 廃棄物処理業務 

本施設から発生する廃棄物の発生抑制に努めるとともに、適切な方法で処分するこ

と。また、廃棄物は可能な限り資源化することとします。 

 

 

第４ 自主事業等に係る業務の基準 

 

１ スポーツ教室・レクリエーション教室等（以下「スポレク教室」という。）の事業 

指定管理者は、事前に市の承認を得て、本施設においてスポレク教室を企画し、料

金を徴収して実施することができます。ただし、指定管理者が実施する自主事業は、

市民が広く参加できる内容に限ることとし、特定の団体等のみを対象とすることは認

めません。また、自主事業により、指定管理者が施設を利用する場合についても、利

用料金を計上してください。自主事業の実施にあたってはホームページ、折り込みチ

ラシ等により広く周知してください。 

 

（１）実施会場及び時間帯 

実施会場及び時間帯は、同好会等が定期利用する会場・時間を避けるなど施設利

用者に影響のない範囲で計画し、あらかじめ市の承認を得て実施してください。 

 

（２）料金・事業内容 

スポレク教室の料金及び事業内容は、指定管理者が定め、あらかじめその内容を

市に提出し、承認を得ることとします。 

 

 

２ 物販事業 

指定管理者は、目的外使用許可により施設関連用品などの販売や自動販売機を設置

することができます。既設の自動販売機についても、目的外使用許可により設置して

います。 

 

（１）料金・事業内容 

提供・販売する内容、方法及び料金等は指定管理者が定め、あらかじめその内容

を市に提出し、承認を得ることとします。 

（２）目的外使用料 

物販スペースは目的外使用となるため、市が定める規定に基づき使用料を納入し

てください。 
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〈参考〉日進市使用料及び手数料条例より抜粋             （税込み） 

行政財産の種類 使用の区分 単位 金額 徴収の時期 

土地 建物の敷地

として使用

する場合 

公衆電話ボックスとして使

用する場合 

1か所1年につき 1,600円 原則として

許可のとき 

食堂、売店等の店舗として使

用する場合 

1m21月につき 136円 

建物 食堂、売店等の店舗として使用する場合 1m21月につき 1,410円 

自動販売機を設置使用する場合 1m21月につき 700円 

 

 

３ 改修事業 

指定管理者は、自らの負担で施設の改修・内装工事を行うことができますが、工事

前にその内容について市の承認を得ることとします。ただし、別途日進市都市公園条

例の規定に基づき許可申請を行う必要があります。また、指定管理終了時に、指定管

理者の負担により原状復帰することを原則としますが、市と指定管理者の両者の合意

が得られた場合には、原状復帰を行わずに施設を明け渡すことができるものとします。 

 

 

４ その他事業 

上記の事業の他、施設の利用促進及び利便性の向上等を配慮した事業（市民向け各

種イベント、その他サービス事業等）を提案し、市の承認を得て実施することができ

ます。 

ただし、建物内の空いているスペースを利用して実施する場合、目的外使用となる

ため、市が定める規定に基づき使用料を納入する必要があります。 

 

 

第５ その他業務の基準 

 

１ 事業計画書 

次年度事業計画書を前年度の 2 月末日までに作成し、市に提出すること。作成にあ

たっては、市と調整を図ることとします。 

 

 

２ 事業報告書 

事業報告書の提出期限及び記載する内容は次のとおりとし、書式は市と指定管理者

で協議のうえ、定めることとします。 

 

 



15 
 

（１）月次業務報告書 

提出期限は、翌月 10日とします。（ただし、3月分のみ翌年度 4月末まで。） 

 

ア 利用実績（利用者数、利用件数、各種収支、利用料金収入等） 

イ 職員配置状況 

ウ 各種記録（傷病記録、利用者からの苦情記録等） 

 

（２）四半期業務報告書 

提出期限は、7月末日、10月末日、1月末日、翌年度の 4月末日までとします。 

 

ア 利用実績（利用者数、利用件数、各種収支、利用料金収入等） 

イ 管理業務の実施状況 

ウ 利用状況分析報告等（利用者数比較分析、利用件数比較分析等） 

エ 修繕実施状況 

オ 備品購入状況 

 

（３）年次事業報告書 

提出期限は、翌年度の 4月末日までとします。 

 

ア 利用実績（利用者数、利用件数、各種収支、利用料金収入等） 

イ 管理業務の実施状況 

ウ 利用状況分析報告等 

エ 収支決算書等 

オ 自主事業等の実施状況 

カ 光熱水費の使用状況 

キ 各種記録（要望・苦情等） 

ク 利用者アンケート等の結果 

ケ 自己評価（改善内容等） 
 

 

３ 自己評価 

指定管理者は、次の方法により利用者等の意見や要望を把握し、問題点とその解決

策を検討して運営に反映させるよう努めるとともに、結果について市に報告すること。 

市は、事業報告書及び事業評価の結果等を考慮したうえで、指定管理者の業務が基

準を満たしていないと判断した場合、是正勧告を行い、改善が見られない場合には、

指定を取り消すことがあります。 

 

（１）調査の実施 

アンケート等の手法により利用者の意見や満足度等を聴取し、定期的な分析をす

ること。また、利用者から聴取する意見や満足度等の項目は、市と協議して定める

こととします。 
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（２）施設の管理運営に対する自己評価 

利用者調査の分析により得られた結果をもとに、定期的に施設の管理運営に対す

る自己評価を行い、その結果を事業報告書にまとめて市へ提出することとします。 

 

 

４ 市が実施するモニタリング等の業務への協力 

市が実施するモニタリングに協力すること。また、市が定期的または必要に応じて

指定管理者との協議を求めた場合は、協力することとします。 

 

 

５ 施設予約システムについて 

施設予約システム本体の管理については市が実施し、端末機器などは市の負担によ

り準備します。ただし、回線使用料及び消耗品は指定管理者の負担とします。なお、

指定管理者は、端末機器を適正に管理し、不正利用の防止に努めることとします。 

 

第６ 経費の考え方 

 

本施設は、平成 18年度から指定管理者制度を導入して管理運営を行っています。施

設の運営方法は、従来からの方法を踏襲しつつ、問題発生時には速やかに改善策を講

じるなど、経費節減と市民サービスの向上を目指すこと。また、施設の維持管理、定

期点検及び清掃等についても従来の内容を基本としつつ、業務内容、発注方法、業者

選択方法などを工夫することで、経費節減と維持管理方法の向上を目指すこと。  

経費算定を行う上での参考として、現指定管理者が行っている維持管理の内容を提

示します。  

 

１ 指定管理料の考え方 

維持管理運営費から施設運営収入を差し引いた差額を指定管理料と考えます。維持

管理運営費及び施設運営収入は、過去 4 年間（平成 29 年度、平成 30 年度、令和元年

度、令和 2 年度）の実績を基に算定しました。ただし、利用料金減免、修繕費、備品

費及び受託事業経費は精算の対象となります。 

 

２ 施設運営収入 

施設運営収入について過去 4 年間の実績は次のとおりです。 

 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

利 用 料 金 収 入 10,006,430 円 10,047,820 円 9,422,110 円 8,454,820 円 

受 託 事 業 収 入 103,400 円 231,800 円 124,240 円 0 円 

料金収入合計 10,109,830 円 10,279,620 円 9,546,350 円 8,454,820 円 

※令和２年度は受託事業なし 
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【参考】 

 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

自 主 事 業 収 入 9,494,190 円 9,611,780 円 9,510,970 円 5,109,940 円 

 

 

３ 維持管理運営費 

過去 4 年間の実績を基に、指定管理者が行う業務に関する経費を算定しました。な

お、市が算定した経費は一つの参考数値として提供するもので、施設の利用促進や経

費節減、サービス向上の面から事業計画と指定管理料の提案をすること。 

 

歳 出 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 備 考 

人 件 費 18,854,461 円 20,548,506 円 18,852,807 円 18,044,709 円  

需 用 費 1,263,172 円 1,117,055 円 907,110 円 1,466,758 円 
消耗品、印刷

製本費 

光熱水費 3,271,322 円 3,044,887 円 2,958,465 円 2,477,995 円  

修 繕 料 1,355,616 円 1,276,344 円 1,137,120 円 1,359,050 円  

委 託 料 3,859,083 円 3,915,992 円 3,629,612 円 2,564,335 円 
警備、清掃、空

調、点検等 

そ の 他 3,811,409 円 4,424,763 円 4,069,275 円 4,705,144 円 

通信運搬、賃

借料、備品等

で、自主事業

に係る経費を

除く。 

合 計 32,415,063 円 34,327,547 円 31,554,389 円 30,617,991 円  

※実績については消費税込み 

 

 

 

４ 光熱水費について 

光熱水費について、過去 4 年間の実績は次のとおりです。 

なお、令和 2 年度に新たに空調設備を導入していますが、稼働は令和 3 年度からと

なるため、実績には計上されておりません。 
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種別 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

使用量（上段） 使用量（上段） 使用量（上段） 使用量（上段） 

料 金（下段） 料 金（下段） 料 金（下段） 料 金（下段） 

電気 
134,291kw 124,026kw 119,325kw 98,632kw 

2,809,820 円 2,566,960 円 2,506,198 円 2,070,820 円 

水道 
720 ㎥ 757 ㎥ 691 ㎥ 571 ㎥ 

461,502 円 477,927 円 452,267 円 407,175 円 

ガス 
0 ㎥ 0 ㎥ 0 ㎥ 0 ㎥ 

0 円 0 円 0 円 0 円 

合計 3,271,322 円 3,044,887 円 2,958,465 円 2,477,995 円 

※実績については消費税込み 

 

 

５ 維持管理業務の内容 

  現在行われている施設の維持管理業務の内容については次のとおりです。 

 

・自動ドア保守点検  年４回（3 台） 

・自家用電気工作物保安管理  定期点検Ａ年６回、定期点検Ｂ年１回 

（設備容量 250kVA、受電電圧 6,600V、非常等予備発電装置無し） 

・照明設備保守点検  定期点検及び清掃 年１回 

 （館内照明設備一式、制御盤、敷地内街灯、テニス照明設備一式） 

・消防設備保守点検  年１回（外観機能点検１回、総合点検１回） 

 （避難誘導灯・消火器・自動火災報知設備・非常放送設備） 

・空調保守点検  年１回（室外機 5 台（うち体育館 4 台）、室内機 10 台（うち体育館

4 台）） 

 （絶縁測定、電圧測定、電流測定、圧力測定、温度測定） 

・空調機器フィルター清掃  適宜（室内機６台） 

・清掃業務 

体育館清掃 

日常清掃  休館日を除く毎日 

定期清掃  年４回（ロビー、廊下洗浄ワックス塗布、窓洗浄） 

テニスコート清掃  休館日を除く毎日 

駐車場清掃  休館日を除く毎日 

公園清掃  休館日を除く毎日 

排水施設清掃  月１回 

園内広場清掃  休館日を除く毎日 
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屋外トイレ清掃  休館日を除く毎日 

・雨水再利用機器点検 

汎用ポンプ点検  年２回 

自動給水装置点検  年２回 

・一般廃棄物収集運搬処理処分  適宜 

・警備業務 

テニスコート鍵管理  毎日  

駐車場鍵管理  毎日 

屋外トイレ鍵管理  毎日 

施設内巡回業務  休館日を除く毎日 

体育館機械警備  毎日 

・植栽管理業務 ※処分費も含む 

植栽剪定  年 2 回 

植栽刈り込み芝刈り業務  年 3 回（生垣・植栽等） 

除草業務  年 6 回（池法面・河川敷・公園及び管理敷地内） 

施肥  年 1 回 

薬剤散布  年 1 回 

目土  年 1 回 

・遊具等保守点検  月 1 回（業者に委託） 

（動物スプリング遊具、複合遊具、健康遊具、足踏み健康コース、ローラー滑り台、

アスレチック遊具） 

・公園施設等保守点検  年 4 回 

（井戸・ソーラー時計・ベンチ・野外卓・サイン・屋外トイレ・パーゴラ等） 

 

 

６ 借上料について 

指定管理者がリース契約している物件については、次のとおりです。なお、現在リ

ース契約をしている物件の中で、指定管理期間を越えた期間で契約が行われているリ

ース物件については、契約を引き継ぐものとします。 

・マット 

大型６枚・小型２枚  月１回交換 

・トイレ機器 

芳香剤２器  適宜 

・複合機 

RICOH MP C1803（FAX 機能付） １台 

・LED 照明リース 一式 
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７ 精算項目 

 

（１）特別利用に係る施設使用料 

市などが行う各種事業について本施設を利用する場合、特別利用として利用料金

を減免していただき、年度 150,000 円を指定管理料に含めて設定します。なお、減

免については実績に施設稼働率を乗じた金額を精算するものとします。 

 

（２）修繕料 

市は、施設の修繕料の額を指定して指定管理料に含めて支払いますが、不足が生

じた場合は、市との事前協議を条件にその修繕料を追加して支払います。修繕料に

残金が発生した場合、その余剰分を返納していただきます。なお、修繕料は他の項

目への流用はできません。 

 

   算定した修繕料 1,430,000 円（消費税込み） 

 

1 件 50 万円以上の修繕料を除く過去 4 年間の実績  

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

1,355,616 円 1,276,344 円 1,137,120 円 1,359,050 円 

※実績については消費税込み。 

 

（３）受託事業  

市は、受託事業費の額を指定して指定管理料に含めて支払います。残金が発生し 

た場合、その余剰分を返納していただきます。なお、受託事業費は他の項目への流 

用はできません。 

なお、本施設における受託事業の予定はありません。今後、本施設における受託

事業が必要となった場合には、指定管理料を増額します。 

 

（４）備品購入費 

市は、備品購入費の額を指定管理料に含めて支払います。残金が発生した場合、 

その余剰分を返納していただきます。なお、備品購入費は他の項目への流用はでき 

ません。 

   算定した備品購入費 110,000 円（消費税込み） 

 

 

第７ その他 

 

１ 関係機関との連絡調整業務 

指定管理者は、市が出席を要請した会議等には、出席すること。また、適宜、 

連絡調整会議を開催するなどにより、関係機関との連絡調整を図ることとします。 
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２ 連絡体制の確保 

利用者からの問合せなどの連絡が市に入る場合がありますので、指定管理者は担当 

者の緊急連絡体制を作成し、市へ報告することとします。 

 

３ 指定期間終了時の引継業務 

  指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の業

務を遂行できるよう、業務マニュアル等を作成して引継ぎを行うこととします。 

 

（１）引継ぎ業務に係る経費負担 

引継ぎ準備業務及び引継ぎ業務のための業務委託契約は行いません。また、その

必要経費については指定管理者の負担とします。 

 

（２）使用者名義等の変更 

   指定管理者の交替に伴う使用者名義等の変更は、市と協力し、滞ることなく行う

こととします。 

 

４ 駐車場利用料 

  指定管理者の職員（契約及び臨時職員も含む。）が、通勤のためやむを得ず通勤用車

両（二輪を除く。）を恒常的に駐車する場合は、市職員に準じた額を駐車場利用料とし

て市へ納入すること。ただし、本施設での勤務期間が 30 日未満の場合や１週間あたり

の勤務時間が 20 時間未満の方は対象から除きます。 

（駐車場利用料は 3,350 円／人・月です。今後見直しを行う可能性があります）。 

 

５ 損害賠償責任について 

（１）損害賠償責任について 

指定管理者は、本施設の管理業務の履行に当たり、指定管理者の責めに帰すべき

事由により市又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償すること。また、

その賠償を行うための保険に加入する費用については、指定管理者が支払うものと

します。指定管理者に起因する事故において、市がその賠償金、見舞金、損害金な

どの名目で金品を支出した場合は、市は指定管理者に請求できるものとし、指定管

理者はこれに異議なく応じることとします。 

 

（２）損害賠償責任保険の加入について 

指定管理者は、市が加入する「全国市長会総合賠償補償保険」の被保険者とみな

され、地方自治法第２４４条の２第３項及び第４項に基づく指定管理業務を行う場

合は、当該保険の賠償責任保険の対象となります。 

なお、指定管理者が行う自主事業については上記保険の対象外となるため、指定

管理者が自主事業の実施に当たり保険に加入する場合の必要経費は、指定管理者の

負担とします。 
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